
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
一
月
十
三
日 

広
島
県
知
事  

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

特
定
非
営
利
活 

動
法
人
の
名
称 

代

表

者 
の

氏

名 

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

申
請
の
あ
っ
た

年

月

日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
仁
和 

志
和 
聖
子 

広
島
県
呉
市
仁
方

西
神
町
二
二
番
二

五
号 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
及
び
高

齢
者
に
対
し
て
、
地
域
で
自
立

し
た
生
活
を
営
ん
で
い
く
た
め

に
必
要
な
事
業
を
行
い
、
療
育

と
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
社
会

全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
二
四

日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
日
本
船

員
育
成
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
協
会 

堀
部 

泰
博 

広
島
県
呉
市
焼
山

中
央
二
丁
目
一
〇

番
三
号 

こ
の
法
人
は
、
一
般
国
民
並
び

に
国
内
の
海
運
事
業
に
関
わ
っ

て
い
る
者
に
対
し
て
、
安
定
的

な
内
航
海
上
輸
送
の
重
要
性
の

Ｐ
Ｒ
並
び
に
船
員
不
足
の
現
状

の
理
解
を
求
め
る
と
と
も
に
、

船
員
不
足
解
消
の
た
め
の
事
業

を
行
い
、
船
員
の
確
保
及
び
育

成
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、

健
全
か
つ
安
全
な
国
内
船
舶
輸

送
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
職

業
能
力
の
開
発
及
び
雇
用
機
会

の
拡
充
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
二
七

日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
い
ぶ
き 

髙
橋 

百
合

子 

広
島
県
尾
道
市
久

山
田
町
一
六
〇
番

地
八 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
な
ら
び

に
地
域
で
生
活
し
て
い
る
支
援

を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
対
し

て
、
傾
聴
活
動
事
業
、
相
談
見

守
り
事
業
を
行
う
と
共
に
、
本

人
が
望
む
活
動
を
支
援
す
る
生

活
サ
ポ
ー
タ
ー
事
業
を
行
い
、

健
全
で
安
全
な
社
会
の
実
現

と
、
社
会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

平
成
二
二
年 

一
二
月
二
七

日 

特
定
非
営
利
活

動
法
人
え
こ
ら

い
ふ
大
竹 

中
川 

雅
夫 

広
島
県
大
竹
市
玖

波
一
丁
目
二
番
二

一
号 

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
に
対

し
て
、
家
庭
の
生
ご
み
の
堆
肥

化
や
、
水
や
土
の
改
質
に
よ
る

環
境
改
善
に
関
す
る
事
業
を
は

じ
め
、
子
ど
も
た
ち
の
環
境
に

対
す
る
感
性
の
育
成
事
業
等
環

境
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
広

く
環
境
の
保
全
及
び
町
づ
く
り 

平
成
二
二
年 

一
二
月
二
八

日 



 
 

 

の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

 

 


